
議第８号議案 

 

   市長専決処分事項指定の件の一部改正  

 

 市長専決処分事項指定の件（昭和 28年３月２日議決）の一部を次のように改正

する。  

 

   令和２年２月 21日提出 

 

                       市会運営委員会 

                       委員長  関    勝  則 

 



 第 １ 号 中 「 300,000 円 」 を 「 5,000,000 円 」 に 改 め 、 「 及 び 第 ５ 号 」 を 削 り 、 第 ２

号 中 「 民 事 訴 訟 法 に 基 づ く 訴 訟 上 」 を 「 目 的 物 の 価 額 が 5,000,000 円 以 下 」 に 、 「 

第 ５ 号 」 を 「 第 ４ 号 」 に 改 め 、 第 ３ 号 中 「 申 立 価 額 200,000 円 」 を 「 目 的 物 の 価 額

が 5,000,000 円 」 に 、 「 第 ５ 号 」 を 「 第 ４ 号 」 に 改 め 、 第 ４ 号 を 削 り 、 第 ５ 号 中 「 

又 は 改 良 住 宅 」 を 「 、 改 良 住 宅 又 は 更 新 住 宅 」 に 改 め 、 同 号 を 第 ４ 号 と し 、 第 ６

号 イ 中 「 3,000,000 円 」 を 「 5,000,000 円 」 に 改 め 、 同 号 を 第 ５ 号 と し 、 第 ７ 号 を 削

り 、 第 ８ 号 を 第 ６ 号 と し 、 同 号 の 次 に 次 の １ 号 を 加 え る 。 

 (7)  法 令 の 制 定 、 改 正 又 は 廃 止 に 伴 う 当 該 法 令 の 題 名 、 条 項 号 、 用 語 等 を 引 用

す る 規 定 の 整 理 そ の 他 の 当 然 必 要 と な る 条 例 等 の 改 正 に 関 す る こ と 。 

 

提  案  理  由 

 訴 え の 提 起 、 和 解 、 民 事 調 停 及 び 損 害 賠 償 に 係 る 上 限 額 を 改 定 す る と と も に 、

法 令 の 改 正 等 に 伴 い 、 当 然 必 要 と な る 条 例 等 の 改 正 を 市 長 専 決 処 分 事 項 に 指 定 す

る 等 の た め 、 市 長 専 決 処 分 事 項 指 定 の 件 の 一 部 を 改 正 し た い の で 提 案 す る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 参  考 

市 長 専 決 処 分 事 項 指 定 の 件  

                            上 段  改 正 案    
                          ( 下 段  現  行 )  

 地 方 自 治 法 第 180 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 次 に 掲 げ る 事 項 中 異 例 に 属 す る も の

の ほ か 、 市 長 に お い て 専 決 処 分 に す る こ と が で き る 。  

          5,000,000 円                  
 (1)  訴 訟 物 の 価 額 が      以 下 の 訴 え の 提 起 （ 第 ４ 号      に 規 定 す 
          300,000 円              及 び 第 ５ 号 

  る も の を 除 く 。） に 関 す る こ と 。 

   目 的 物 の 価 額 が 5,000,000 円 以 下     第 ４ 号 
 (2)                の 和 解 （    に 規 定 す る も の を 除 く 。 ） 
   民 事 訴 訟 法 に 基 づ く 訴 訟 上       第 ５ 号 

  に 関 す る こ と 。 

   目 的 物 の 価 額 が 5,000,000 円         第 ４ 号 
 (3)              以 下 の 民 事 調 停 （    に 規 定 す る も の を 除 く 
   申 立 価 額 200,000 円             第 ５ 号 

  。 ） に 関 す る こ と 。 

                                     
 (4)  訴 訟 物 の 価 額 が 5,000,000 円 以 下 の 地 方 自 治 法 第 240 条 第 １ 項 に 規 定 す る 債 

                                     
  権 の 徴 収 に 係 る 訴 え の 提 起 （ 次 号 に 規 定 す る も の を 除 く 。） に 関 す る こ と 。 

 (4)      、 改 良 住 宅 又 は 更 新 住 宅 
   市 営 住 宅            の 使 用 料 の 滞 納 が あ っ た 場 合 の 使 用 料 の 
 (5)      又 は 改 良 住 宅 

  支 払 又 は 住 宅 の 明 渡 し に 係 る 訴 え の 提 起 （ 支 払 を 請 求 す る 使 用 料 の 額 が5,000 

,000 円 以 下 の も の に 限 る 。）、 和 解 及 び 民 事 調 停 に 関 す る こ と 。 

 (5)   
   次 の 区 分 に よ る 金 額 以 下 で 、 法 律 上 本 市 の 義 務 に 属 す る 損 害 賠 償 の 額 を 定 
 (6)   

  め る こ と 。 

   （ ア 省 略 ） 

  イ  交 通 事 故 以 外 に よ る も の 

    5,000,000 円 
    3,000,000 円 

                                     
 (7)  町 区 域 等 の 設 定 、 廃 止 若 し く は 変 更 、 住 居 表 示 の 実 施 又 は 土 地 区 画 整 理 事 

                                     
  業 若 し く は 土 地 改 良 事 業 の 実 施 に 伴 い 、 公 の 施 設 及 び 事 務 所 事 業 所 の 位 置 の 

                               
  表 示 が 変 更 さ れ た 場 合 に 必 要 と な る 条 例 の 改 正 に 関 す る こ と 。 

 (6)   
   （ 本 文 省 略 ） 
 (8)   

 (7)  法 令 の 制 定 、 改 正 又 は 廃 止 に 伴 う 当 該 法 令 の 題 名 、 条 項 号 、 用 語 等 を 引 用 
                                     

  す る 規 定 の 整 理 そ の 他 の 当 然 必 要 と な る 条 例 等 の 改 正 に 関 す る こ と 。 
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